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公 告

特定非営利活動法人設立認証申請公告

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第 7号) 第10条第 1 項の規定に基づき､ 次の者から特定非営利活動法人の

設立の認証の申請があったので､ 同条第 2項の規定に基づき次のとおり公告する｡

平成16年 3 月31日

滋賀県知事 國 松 善 次

１ 申請のあった年月日 平成16年 3 月22日

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称等

特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人 びわの音・西近江

特定非営利活動法人の代表者の氏名 森井 良行

特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地 高島郡今津町今津名小路一丁目 3番地の 1

特定非営利活動法人の定款に記載された目的 この法人は､ 高齢者と子どもを持つ家庭に対して､ その支援に関

する事業を行い､ 高齢者の福祉増進と子どもの健全育成に寄与することを目的とする｡

３ 関係書類の縦覧場所

滋賀県政策調整部広報課県民情報室 大津市京町四丁目 1－1

滋賀県県民文化生活部県民文化課 大津市京町四丁目 1－1

滋賀県湖南地域振興局総務振興部総務出納課 草津市草津三丁目14－75

滋賀県甲賀地域振興局総務振興部総務出納課 甲賀郡水口町水口6200

滋賀県東近江地域振興局総務振興部総務出納課 八日市市緑町 7－23

滋賀県湖東地域振興局総務振興部総務出納課 彦根市元町 4－1

滋賀県湖北地域振興局総務振興部総務出納課 長浜市平方町1152－2

滋賀県湖西地域振興局総務振興部総務出納課 高島郡今津町今津 1758

４ 関係書類の縦覧期間および時間 平成16年 3 月22日から平成16年 5 月24日までの各縦覧場所における執務時

間内
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開発許可を受けた者
の 住 所 ・ 氏 名

開 発 区 域 の 名 称 面 積
検 査 済 証

交付年月日 番 号

栗東市安養寺八丁目4－
１－12
アールシステム株式会
社
代表取締役 阪下雅彦

守山市今宿二丁目字柿ノ木247､
248､ 248－1､ 249､ 250､ 251－1､
251－2､ 252－1､ 252－2､ 253､
254､ 254－1､ 254－2､ 254－3､
254－4､ 254－5､ 255－1､ 255－2､
256､ 256－1､ 256－2､ 257､ 257－
１､ 257－2､ 259－1､ 字五丁畷
373､ 373－1､ 373－2､ 373－３

8, 566. 54 ㎡ 平成 16. 3. 22 006117

甲賀郡甲南町竜法師
1201
青木勝美

甲賀郡甲南町竜法師字上出2472 2, 952. 00 ㎡ 平成 16. 3. 23 006118

京都府京都市山科区大
宅石郡町100
根木建設工業株式会社
代表取締役 北島 徹

滋賀郡志賀町大物字青柳632－1､
673－1､ 674､ 674－2､ 930－1､
931－1､ 932－1､ 933－1

4, 380. 10 ㎡ 平成 16. 3. 23 006119

変 更 前 変 更 後

大 字 字 地 番 町

伴中山 笹 尾 82の 1､ 390の 1 ひのきが丘

正 保 682の 2､ 683､ 684の 1､ 684の 2､ 685､ 686の 1､ 686の
２､ 687の 1､ 688から691まで､ 691の 1､ 691の 2､ 702
の 1

座禅坊 704の 1､ 705の 2､ 706の 1､ 707､ 707の 2､ 708から712
まで､ 713の 1､ 713の 3､ 719､ 720､ 724､ 725の 1､ 726､
727､ 727の 1､ 727の 2､ 728から730まで､ 735､ 735の 1､
736の 1､ 736の 3､ 743､ 748､ 748の 1､ 748の 2､ 749か
ら751まで､ 751の 1､ 751の 2､ 752から758まで､ 758の
１､ 776､ 777の 1､ 778､ 778の 1､ 779､ 782､ 783､ 785､
787､ 789､ 792､ 793の 1､ 802から 806まで､ 807の 2､

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第36条第 1 項の規定に基づく開発行為に関する工事の完了届に対し､ 同条

第 2項の規定に基づき､ 次のとおり検査済証を交付した｡

平成16年 3 月31日
滋賀県知事 國 松 善 次

地 域 振 興 局 告 示

滋賀県甲賀地域振興局告示第 2号

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第260条第 1 項の規定に基づき､ 水口町長から土地区画整理法 (昭和29年法

律第119号) による土地区画整理事業の実施に伴い､ 水口町の区域内の町および字の区域および名称を次のとおり変

更する旨の届出があった｡

平成16年 3 月31日

滋賀県甲賀地域振興局長 馬 場 章

平成 16 年 (2004年) 3 月 31 日 � � � � � 号 外 �2



807の 3､ 808､ 808の 1 から808の 6 まで､ 809から812ま
で､ 812の 1､ 812の 2､ 813､ 814､ 815の 1 から815の３
まで､ 816､ 817､ 818の 1 から818の 5 まで､ 819､ 820の
１､ 820の 2､ 821､ 822､ 822の 1､ 823､ 824､ 826の 1､
826の 2､ 827､ 827の 1 から827の 3 まで､ 828から840ま
で､ 841の 1､ 841の 2､ 842の 1､ 842の 2､ 843の 1 から
843の 7 まで､ 844から851まで､ 882の 4､ 883の 2

平 尾 888の 1､ 888の 2､ 889､ 889の 1､ 890の 1､ 890の 2､
891の 1､ 891の 2､ 892の 1､ 892の 2､ 893の 1､ 893の 2､
894から896まで､ 896の 1､ 897から912まで､ 913の 1､
913の 2､ 914､ 914の 1､ 915から918まで､ 919の 1､ 919
の 2､ 920､ 921､ 921の 1､ 922から924まで､ 924の 1､
925､ 925の 1､ 926､ 926の 1､ 927から931まで､ 931の 1､
932の 1､ 932の 2､ 933､ 933の 1､ 934から939まで､ 941
の 1､ 945､ 946､ 978､ 979､ 980の 1､ 980の 2､ 981､ 981
の 1､ 982の１､ 982の 2､ 983の 1､ 983の 2､ 984､ 984の
１､ 985､ 985の 1､ 985の 2､ 986から995まで､ 1017から
1021まで､ 1021の 1､ 1022から1025まで､ 1047から1052
まで､ 1053の 1､ 1053の 2､ 1054､ 1055､ 1056の 1 から
1056の 3 まで､ 1057の 1､ 1057の 2､ 1058､ 1059､ 1060
の 1､ 1060の２､ 1061の 1 から1061の 3 まで､ 1062から
1069まで､ 1069の 1､ 1070から1073まで､ 1073の 1､ 1074､
1075､ 1075の 1､ 1077から1080まで､ 1080の 1､ 1081か
ら1083まで､ 1083の 1､ 1084､ 1084の 1､ 1084の 2､ 1085､
1086､ 1088の 1､ 1088の 3から1088の 5まで､ 1100､ 1101､
1103､ 1115､ 1121から1140まで､ 1141の 1､ 1141の 2､
1143の１から1143の 3 まで､ 1144､ 1145､ 1146の 1､ 1147
から1165まで､ 1166の 1､ 1166の 2､ 1167から1185まで､
1186の 1､ 1187の 1､ 1188の 1､ 1191､ 1191の 1､ 1192の
１､ 1193､ 1194､ 3745の 1､ 3746の 1､ 3747の 1

山 菅 谷 2596の 1､ 2705､ 2705の 2､ 2706の 1､ 2706の 2､ 2707､
2707の 1､ 2708､ 2708の 1､ 2709､ 2709の 1､ 2710､ 2710
の 1､ 2711から2713まで､ 2713の 1､ 2714､ 2714の 1､
2714の 2､ 2714の 5､ 2715､ 2715の 1､ 2717､ 2717の 1､
2718､ 2718の 1､ 2719､ 2719の 1､ 2721､ 2721の 2､ 2722
から2724まで､ 2724の 1､ 2725､ 2726､ 2726の 1､ 2727
の 1､ 2728､ 2728の 1､ 2729の 1､ 2729の 3､ 2730の 1､
2730の 2､ 2731の 1､ 2731の 2､ 2732の 1､ 2732の 2､
2733の 1､ 2733の 2､ 2734から2737まで､ 2737の 1､ 2738､
2740から2753まで､ 2754の 1､ 2755､ 2757から2771まで､
2772の 1 から2772の 6 まで､ 2773の 1､ 2773の 2､ 2774
から2776まで､ 2777の 1､ 2777の 2､ 2778､ 2779の 1､
2780､ 2780の 1､ 2781から2788まで､ 2788の 1､ 2789か
ら2791まで､ 2792の 1､ 2792の 2､ 2793の 1､ 2793の 3､
2794､ 2798の 1､ 2801の 1､ 2803の 1､ 2816から2818ま
で､ 2818の 1､ 2819､ 2820､ 2820の 1 から2820の 3 まで､
2821から2823まで､ 2823の 1､ 2824から2827まで､ 2827
の 1､ 2827の 2､ 2828から2837まで､ 2837の 1､ 2838､
2839､ 2839の 1､ 2840､ 2840の 1､ 2841､ 2841の 1
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前ノ谷 4442から4445まで､ 4446の 1､ 4447､ 4447の 1､ 4448か
ら 4452まで､ 4454から 4459まで､ 4459の 1､ 4460から
4471まで､ 4471の 1､ 4472から4521まで､ 4521の 1､ 4521
の 2､ 4522から4524まで､ 4524の 1､ 4525の 1 から4525
の 3まで､ 4525の 5､ 4526から4528まで､ 4528の 2､ 4529､
4530の 1､ 4530の 3､ 4531から4537まで､ 4537の 1､ 4538､
4539､ 4539の 1､ 4539の 2

西 谷 4633､ 4634､ 4634の 1､ 4635の 1､ 4635の 2､ 4636､ 4636
の 1､ 4637､ 4637の 1､ 4638から4640まで､ 4640の 1､
4641から4647まで､ 4647の 1､ 4648から4652まで､ 4652
の 1､ 4653から4655まで､ 4655の 1､ 4656､ 4657､ 4657
の 1､ 4658､ 4659､ 4659の 1､ 4660から4665まで､ 4665
の 1､ 4666､ 4666の 1､ 4667から4676まで､ 4677の 2､
4678､ 4680の 2､ 4681の 1

笹が丘 １の51､ 2648の 2

上記のほか､ 変更前の区域に隣接介在する道路､ 水路である国有地の一部は､ 変更後の区域に編入する｡

免 税 証
の 種 類 用 途 記号・番号 枚数 有 効 期 間 免税証に記載された販売業者

の所在地および氏名 (名称) 亡失年月日

2 0 0
リットル券

農 業 360571 1
平成 15. 4. 3～

平成 16. 3. 31

湖東農業協同組合
西小椋給油所

平成 16. 3. 15

業 種 記 号 ・ 番 号 有 効 期 間 免税軽油使用者証に記載された
使用者の所在地および氏名(名称) 亡 失 年 月 日

農 業
滋 賀 県
第 13－3－0528 号

平成 12. 2. 9～

平成 16. 4. 15

犬上郡多賀町敏満寺219
代�種村昇一

平成 16. 3. 8

農 業
滋 賀 県
第 13－3－0793 号

平成 12. 2. 24～

平成 16. 7. 25

愛知郡湖東町青山953
青山幸二朗

平成 16. 3. 15

地 域 振 興 局 公 告

軽油引取税免税証用紙無効公告

次のとおり軽油引取税に係る免税証用紙を亡失した旨の届出があったので､ 亡失の日以後は無効とする｡

平成16年 3 月31日

滋賀県湖東地域振興局長 仲 岸 明 三 郎

軽油引取税免税軽油使用者証用紙無効公告

次のとおり軽油引取税の免税軽油使用者証用紙を亡失した旨の届出があったので､ 亡失の日以後は無効とする｡

平成16年 3 月31日

滋賀県湖東地域振興局長 仲 岸 明 三 郎
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農 業
滋 賀 県
第 13－3－1247 号

平成 15. 4. 3～

平成 18. 3. 13

愛知郡湖東町曽根931－2
松田眞史

平成 16. 3. 15

理事および監事の別 氏 名 住 所

理 事 井 上 六 郎 守山市小浜町504番地の13

理事および監事の別 氏 名 住 所

理 事 勝 見 正 人 守山市小浜町752番地

〃 西 村 幹 夫 同 市小浜町721番地

理事および監事の別 氏 名 住 所

理 事 小 島 敏 秋 神崎郡能登川町栗見新田689番地

市町営土地改良事業施行適否決定公告

守山市栗東市野洲町中主町営土地改良事業の施行に係る協議に対し､ 土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第96

条の 2 第 5 項において準用する同法第 8条第 1 項の規定により適当であると決定したから､ 同条第 6 項の規定によ

り､ 次のとおり関係書類を縦覧に供する｡

平成16年 3 月31日

滋賀県湖南地域振興局長 柴 田 � 丸

１ 縦覧に供する書類

� 守山市栗東市野洲町中主町営土地改良事業経費賦課徴収に関する条例の写し

� 守山市栗東市野洲町中主町営土地改良事業 (野洲川地区－3地区基幹水利施設管理事業)計画書の写し

２ 縦覧場所 滋賀県湖南地域振興局環境農政部田園整備課､ 守山市役所､ 栗東市役所､ 野洲町役場および中主町役

場

３ 縦覧期間 平成16年 3 月31日から平成16年 4 月19日まで

この決定について異議のある者は､ 縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に文書で異議の申出をするこ

とができる｡

土地改良区役員退任および就任公告

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第18条第16項の規定により､ 野洲川地区土地改良区から次のとおり役員が

退任および就任した旨の届出があった｡

平成16年 3 月31日

滋賀県湖南地域振興局長 柴 田 � 丸

１ 退任

２ 就任

土地改良区役員退任および就任公告

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第18条第16項の規定により､ 能登川町栗見新田土地改良区から次のとおり

役員が退任および就任した旨の届出があった｡

平成16年 3 月31日

滋賀県東近江地域振興局長 西 田 弘

１ 退任
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〃 北 村 俊 郎 同 所731番地

〃 村 林 政 和 同 所629番地

〃 中 川 節 夫 同 所703番地

〃 日 下 山 繁 同 所690番地

監 事 井 ノ 口 茂 同 所619番地

〃 塚 本 剛 同 所1440番地

理事および監事の別 氏 名 住 所

理 事 中 川 勇 義 神崎郡能登川町栗見新田737番地

〃 冨 江 善 之 同 所654番地

〃 冨 江 智 同 所730番地

〃 塚 本 敏 幸 同 所544番地

〃 福 坂 喜 太 郎 同 所650番地

監 事 山 本 正 次 郎 同 所762番地

〃 井 ノ 口 末 清 同 所619番地

開発許可を受けた者
の 住 所 ・ 氏 名

開 発 区 域 の 名 称 面 積
検 査 済 証

交付年月日 番 号

八日市市建部下野町
360番地
有限会社湖東衛生社
代表取締役 高村 隆

近江八幡市鷹飼町東二丁目 5 番
2､ 5 番 3､ 5 番 4､ 5 番 5

1, 207. 88 ㎡ 平成 16. 3. 22 000370

発行人・発行所 滋 賀 県 大津市京町四丁目１番１号
印 刷 ㈲ハン六タイプ 大津市中央一丁目６番21号

購読料 １箇年 27, 600 円

２ 就任

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第36条第 1 項の規定に基づく開発行為に関する工事の完了届に対し､ 同条

第 2項の規定に基づき､ 次のとおり検査済証を交付した｡

平成16年 3 月31日

滋賀県東近江地域振興局長 西 田 弘
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